
最低制限価格

　下記の案件について、簡易公募型競争見積を行いますのでお知らせします。参加を希
望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基
準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

品名

簡易公募型競争見積のお知らせ

記

学校教育広報誌「宇治市の教育だより」

納品場所

宇治市長　松村　淳子

納入期限

参加表明書と見積書は同一の封筒に封入し、その封筒には、案件名、
商号又は名称を記載してください。
見積書は、契約課カウンターにある見積箱に投函してください。
封筒のサイズは見積箱の投函口（130ｍｍ）に入るものとしてくださ
い（長形３号封筒など）。
見本は契約課窓口にて閲覧可能です。
別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。

そ　の　他

物品概要及び
条件

令和9年3月10日

学校教育課　他

令和8年4月10日(金)
見積予定

午前 11時 00分 まで

(担当課：契 約 課)

令和 8年 3月27日

学校教育広報誌「宇治市の教育だより」の印刷製本

\610,500 無(税込)予 定 価 格

見積参加者に必要な資格・条件

参加資格者名簿登録（市内本店）

見積参加表明書の受付

提出期限

提出場所

添付資料

令和8年4月10日(金) 午前 11時 00分 まで

宇治市役所　３階　契約課　見積箱

見積書を同時に提出すること。

予定日

宇治市役所　３階　契約課場　所

無 無部　分　払前　払　金

消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと消費税の扱い



説明会に替えて連絡する事項 

 

◆本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。 

 令和８年３月２７日（金）午前９時から 

 令和８年４月 ３日（金）午後５時まで 



予定価格を超過して入札した者の取扱いについて 

 

 

○  本件の入札において予定価格を超過して入札をした者

は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名

しない場合があります。 

 

○  入札辞退者に不利益を課すことはありません。 



令和８年度学校教育広報誌「宇治市の教育だより」印刷製本仕様書 
 

１ 品  名   学校教育広報誌「宇治市の教育だより」 

                 

２ 印刷部数    ５１，０００部  
        ※ 年３回発行（７月中旬、１２月中旬、３月中旬） 

        ※ １回あたり １７，０００部 

 

３ ページ数  ３回発行のうち、２回分は４頁、１回分は８頁 

 

４ 納入場所  別紙の学校・園、その他施設に指示した部数を、業者にて送付すること。         

各施設の納入部数については、契約後に指示する。 

        (納入先・納入部数については、令和７年度分【別紙１】を参照) 

          

５ 納入期限  出稿から納入までの日程は、令和８年度の予定【別紙２】を参考とし、 

        契約締結後に協議を行い、決定する。 

 

６ 規格・仕様  

① 紙質  上質紙 55 ㎏程度 

② 字体  14 級正体 明朝体を基本とし、指示による 

③ 規格   タブロイド判程度 

④ 色      フルカラー（写真有り）  

⑤ 行間    20 歯（48 行程度） 

⑥ 段組  ８段（一段 12 字程度） 

⑦ 開き  右開き 

 

７ 印刷方法   写真植字 オフセット 

 

８ 校正回数   原則として３回 

 

９ 出稿方法   「Word」等による打ち原稿、ＪＰＧ画像等の電子データを 

         ＵＳＢメモリ等で提供する。 

 

10 レイアウト  協議により決定する。 

 

11 注意事項   

・ 細部については、担当職員と協議の上決定するものとする。 

 ・ 全紙面のＰＤＦファイル及び紙媒体（カラー）を校正時及び納品時に学校教育課へ 

提供する。 

 ・ １回あたりの発行部数は予定であり、場合によっては多少の増減があるので了承さ

れたい。 

 ・ 支払いについては、契約金額の３分の１相当額を納品毎の請求に基づいて支払うも

のとし、円未満の端数が生じる場合は、最終支払い時に調整するものとする。 

 ・ 全てのデータによる記事・写真については、【別紙３】に記載された無害化処理 

   に対応した拡張子を使用することとする。  

    

12 その他 

・ 詳細については、見本を参照のこと 

 ・ この印刷製本の作成にあたり、成果物(冊子及びデータ)の著作権及び版権等の権利

は、宇治市に帰属するものとする。 



【別紙１】 令和７年６月10日現在
納入数 納入数

1 菟道小 225 46 宇治保育所 100
2 菟道第二小 450 47 小倉双葉園保育所 120
3 神明小 460 48 西小倉保育所 65
4 槇島小 395 49 木幡保育所 100
5 北槇島小 300 50 大久保保育所 65
6 小倉小 530 51 北木幡保育所 65
7 伊勢田小 345 52 善法保育所 30
8 西小倉小 290 545
9 北小倉小 165 53 広野保育所 100
10 南小倉小 190 54 なかよし保育園・あいあい分園 100
11 大久保小 600
12 大開小 370 55 くりくま保育園 60
13 西大久保小 310 56 あさひ保育園 70
14 平盛小 140 57 Ｈａｎａ花保育園 20
15 宇治小・黄檗中 980 58 伊勢田こども園 120
16 三室戸小 350 59 明星っ子こども園 70
17 南部小 325 60 槇島ひいらぎこども園 105
18 岡屋小 315 61 のぞみこども園 65
19 木幡小 600 62 登りこども園 205
20 御蔵山小 480 63 幼保連携型認定こども園みんなのき三室戸こども園 140
21 笠取小 50 64 幼保連携型認定こども園みんなのき黄檗こども園 120
22 笠取第二小 40 65 南浦幼保連携型認定こども園 110

7910 66 南浦くすのき幼保連携型認定こども園 35
23 宇治中 535 67 幼保連携型認定こども園いずみこども園 60
24 北宇治中 500 68 ひいらぎこども園 130
25 槇島中 300 69 同胞こども園 100
26 西小倉中 310 70 こひつじこども園 115
27 西宇治中 390 71 第２登りこども園 85
28 南宇治中 250 1810
29 広野中 580 72 城南菱創高 10
30 東宇治中 575 73 東宇治高 10
31 木幡中 710 74 莵道高 10
32 黄檗中 0 75 立命館宇治高 10

4150 76 京都芸術高 10
33 77 京都翔英高 10
34 　 78 宇治支援学校 150
35 ひがしうじ幼稚園 115 79 城陽支援学校 10
36 　 　 220

115 木幡公民館 50
37 かおり幼稚園 135 小倉公民館 50
38 こざくら幼稚園 55 広野公民館 50
39 大谷幼稚園 100 中央公民館 50
40 小倉幼稚園 65 200
41 西小倉幼稚園 100
42 広野幼稚園 210 他 山城教育局 10
43 みのり幼稚園 200
44 堀池幼稚園 80 外部配付　合計 15965

45 宇治幼稚園 60
0 教育委員会 1035
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【別紙２】  

令和８年度 作業予定日等一覧 

      ① 出稿：市教委が業者へ原稿を提出する日 

      ② 初稿：業者が市教委へ第１校正用ゲラをあげる日 

      ③ 再校正：業者が市教委へ第２校正用ゲラをあげる日 

      ④ 三校正：業者が市教委へ第３校正用ゲラをあげる日 

      ⑤ 校了：業者が印刷を開始する日 

      ⑥ 納入：業者が配付先へ届ける期間 

      ⑦ 発行日：各園、小・中学校等が配付する日 

 

 第103号 第104号 第105号 

① 出  稿 ６月 １日 １０月２３日 １月２５日 

② 初 校 正 ６月 ８日 １０月２９日 ２月 １日 

・業者へ回答 ６月１５日 １１月 ９日 ２月 ５日 

③ 再 校 正 ６月１９日 １１月１６日 ２月１０日 

・業者へ回答 ６月２３日 １１月２０日 ２月１６日 

④ 三 校 正 ６月２６日 １１月３０日 ２月１９日 

⑤ 校  了 ７月 ２日 １２月 ９日 ２月２６日 

⑥ 納  入 ７月 ８日～１３日 １２月１５日～１８日 ３月４日～９日 

⑦ 発 行 日 
７月１６日（木） 
※７月１７日(金) 

１２月２２日（火） 
※１２月２３日(水) 

※３月１０日（水） 

※ 紙面に記載される発行日 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙３】無害化処理対応ファイルについて 

 

 

 

無害化処理対応ファイル 

以下に記載する無害化処理に対応した拡張子で、データのやりとりをします。 

その他の拡張子については、無害化処理が行われる際（メールの添付ファイル等）に削除され 

ます。 

 

 

 


